
令和８年度 

大田原市奨学生募集要項【貸与】 
〔募集期間：令和８(2026)年２月９日(月）から令和８(2026)年３月２５日（水)まで〕 

１ 資格 

⑴ 大田原市民の被扶養者で、経済的理由によって修学困難な者 

※ 別紙の所得計算表で計算し、収入基準額を下回っているか確認ください。 

⑵ 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の規定に基づく高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課

程・専門課程に限る）、短期大学、大学、大学院に進学予定又は在学している者 

⑶ 品行が正しく、学業が優れた者 

※ 学力基準 (進 学) 日本学生支援機構の基準を準用（評定平均値が概ね3.0以上） 

(在学中) 大学、大学院の修得単位数が前年次までの通算標準修得単位数を満た 

しており、（優＋良）＞可に該当する者 

   ※ 高等学校卒業程度認定試験受験者については、合格者 

⑷ 確実な連帯保証人(２名)を付することができる者 

（うち１名は保護者又は後見人、他の1名は、別世帯の者） 

※ 返還終了まで、連帯保証人として奨学金の返還能力がある者 

※ 別世帯の連帯保証人については、概ね 65 歳以下で収入のある方を選任ください。提出時の審

査で、変更をお願いする場合があります。 

⑸ 貸与月額６０，０００円の場合は、他の機関から奨学金又はそれに類するものの貸与を受けてい

ない者（貸与型との併願不可。給付型との併願可。） 

※ ⑴、⑶を満たさない場合も、大田原市奨学生選考委員会にて審査を受けることができます。 

 

２ 奨学金の貸与額・貸与期間等 

区分 貸与月額 貸与期間 

高等学校・高等専門学校・

専修学校（高等課程） 
- １２，０００円 

正規の最短修学年限 
専修学校（専門課程）・ 

短期大学・大学・大学院 

自宅通学 ２０，０００円 

自宅外通学 ４０，０００円または６０，０００円 

 

３ 奨学金の返還 

⑴ 据置期間  貸与期間終了後１年間 

⑵ 返還期間 

  (ア) 年貸与額が240,000円以内の者・・・貸与した期間の２倍の期間内 

   (イ) 年貸与額が240,000円を超え480,000円以内の者・・・貸与した期間の３倍の期間内 

   (ウ) 年貸与額が480,000円を超える者・・・貸与した期間の４倍の期間内 

⑶ 返還方法  年賦又は半年賦による均等払（原則口座振替となります。） 

 



４ 提出書類 

⑴ 奨学金貸与申請書（市指定の様式） 

⑵ 奨学金貸与推薦調書（市指定の様式（学校長等の推薦）） 

※ 学力の状況について、調査書等の写しの添付可。学校独自の成績証明書の添付も可。その他記

載すべき「氏名、学校長名及び印、推薦意見等」については、漏れなく記載すること。 

※ 高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書 

⑶ 申請者と生計を一にする者の住民票の写し（本籍の記載があるもの） 

※ 保護者が外国籍の場合は、在留資格等も併せて確認させていただきます。 

⑷ 申請者と生計を一にする者の「所得・課税（非課税）証明書」 

⑸ 合格通知書の写し 

※ 在学生の場合は、在学証明書の原本 

⑹ 所得計算表（市指定の様式） 

 

５ 提出期限  令和８年３月２５日（水） 午後４時３０分まで（期限厳守） 

  提 出 先  大田原市教育委員会 教育総務課 総務係（本庁舎４階） 

  提出方法  申請者本人と保護者が提出に来てください（郵送不可） 

※ 書類審査で１０～２０分程度かかりますので、時間に余裕をもって来庁ください。 

※ 募集期間中の受付時間は、午前９時から午後４時３０分までです。受付時間内に書類の提出が

難しい場合は、担当課へ相談ください。 

 

６ 奨学生の選考と決定 

⑴ 学業成績・所得状況もとに大田原市奨学生選考委員会において選考し、大田原市教育委員会が決

定します。 

⑵ 令和８年４月下旬までに決定し、その旨本人に通知します。 

⑶ 奨学金の貸与は、前期分は５月下旬（翌年からは４月）、後期分は９月に口座振込になります。 

 

７ 決定後の手続 

 ⑴ 貸与決定通知があったときは、誓約書（連帯保証人と連署）及び連帯保証人の印鑑登録証明書を

提出していただきます。 

 ⑵ 在学中は、毎年「在学証明書」を提出していただきます。 

 

※ 貸与月額６０，０００円を希望する場合は、他の奨学金等と併せて借りることはできませんのでご 

注意ください。 

※ 学業成績又は品行が著しく不良であるときや、卒業の見込みがないと認められるときは、奨学金の 

貸与停止となります。また、停学・退学処分を受けた場合は、即時に奨学金を返還いただきます。 

※ 大田原市奨学金は貸与型（無利子）です。卒業後返還いただいた奨学金は、すべて新たに奨学生と 

なる方に活用される仕組みになっています。 

必ず、ご家族で相談していただき、返還方法を十分ご理解の上、申請

してください。 
 


